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令和３年神審第７号 

裁    決 

遊漁船ＡモーターボートＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  補  佐  人  １人 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官中末陽介出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和元年１１月９日１６時３７分 

京都府伊根漁港東方沖合 

２ 船舶の要目 
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船 種 船 名 遊漁船Ａ          モーターボートＢ 

登 録 長 １０.３２メートル     ６.２７メートル 

機関の種類 ディーゼル機関      電気点火機関 

 出 力 １６９キロワット     ６６キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、平成２年８月に進水し、船体ほぼ中央やや船尾寄りに操舵室

を設け、同室前部中央に魚群探知機を、その右舷側にレーダー、ＧＰ

Ｓプロッター、舵輪及び機関遠隔操縦装置をそれぞれ備えた、全長 

１２メートル以上のＦＲＰ製遊漁船で、ａ受審人が１人で乗り組み、

釣り客９人を乗せ、遊漁の目的で、船首０.３メートル船尾１.３メー

トルの喫水をもって、令和元年１１月９日０７時００分京都府舞鶴港

を発し、同府経ケ岬北方沖合の釣り場に向かった。 

ａ受審人は、０８時３０分前示釣り場に到着して釣りを行い、その

後経ケ岬東方沖合の釣り場に移動して釣りを行った後、１６時００分

同釣り場を発進して帰途に就いた。 

  ａ受審人は、釣り客３人を操舵室内の椅子に、同６人を船尾甲板の

椅子にそれぞれ座らせ、自身は舵輪後方の椅子に腰掛け、ＧＰＳプロ

ッターを作動させて伊根漁港北東方沖合を南下し、１６時３０分僅か

過ぎ新井港防波堤灯台から０８６度（真方位、以下同じ。）１.２４

海里の地点で、針路を１８０度に定め、１５.９ノットの速力（対地

速力、以下同じ。）とし、手動操舵によって進行した。 

  ａ受審人は、１６時３６分半丹後鷲埼灯台から０８４度１.４１海

里の地点に達したとき、左舷船首５７度１９０メートルのところに、

Ｂを視認することができ、同船が、そのままの針路、速力を保持すれ

ば、自船がＢの船首方を４０メートル隔てて無難に航過する態勢であ

ったところ、同船が自船の前路に向けて右転して増速し、新たな衝突
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の危険を生じさせて接近する状況となったが、定針したとき、船首方

に船舶を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないものと思

い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、Ｂに対して警告信号を行うことも、行きあ

しを止めるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく続航中、

１６時３７分僅か前左舷船首至近に迫ったＢを認めたものの、どうす

ることもできず、１６時３７分丹後鷲埼灯台から０８９.５度１.４１

海里の地点において、Ａは、原針路、原速力のまま、その左舷船首部

にＢの右舷船首部が後方から４８度の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風はなく、視界は良好で、潮候は下げ潮の末期

であった。 

  また、Ｂは、昭和５５年１０月に進水し、船体船首寄りに操縦区画

を設け、同区画前部右舷側にレーダー、ＧＰＳプロッターを組み込ん

だ魚群探知機及び舵輪をそれぞれ備えたＦＲＰ製プレジャーモーター

ボートで、ｂ受審人が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣りの目的

で、船首０.１メートル船尾０.６メートルの喫水をもって、同日０８

時３０分京都府宮津港を発し、同府黒埼沖合の釣り場に向かった。 

ｂ受審人は、０８時４５分前示釣り場に到着して釣りを行い、その

後釣り場を数か所移動し、１６時００分伊根漁港東方沖合の釣り場に

至って釣りを行った後、１６時１０分同釣り場を発進して帰途に就い

た。 

  ｂ受審人は、同乗者を自身の後方のいけすのさぶた上に座らせ、自

らは舵輪後方に立った姿勢で操船にあたり、ＧＰＳプロッターを作動

させて伊根漁港東方沖合を南下し、１６時３５分丹後鷲埼灯台から 

０８２度１.５９海里の地点で、針路を２１２度に定め、３.０ノット

の速力とし、徐々に増速しながら手動操舵によって進行した。 
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  ｂ受審人は、１６時３６分半丹後鷲埼灯台から０８６.５度１.５０

海里の地点に達し、１２.０ノットの速力となったとき、右舷正横後

１度１９０メートルのところに、Ａを視認することができ、そのまま

の針路、速力を保持すれば、同船が自船の船首方を無難に航過する態

勢であったが、定針したとき、周囲に船舶を認めなかったので、航行

の支障となる他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった

ので、このことに気付かず、宮津港に向けるためＡの前路に向く  

２２８度に針路を転じて増速し、新たな衝突の危険を生じさせた。 

 こうして、ｂ受審人は、増速しながら同じ針路で続航中、１６時 

３７分僅か前右舷船首至近に迫ったＡを認め、機関を中立運転とした

ものの、及ばず、Ｂは、原針路のまま、１６.０ノットの速力となっ

たとき、前示のとおり衝突した。 

 衝突の結果、Ａは、左舷船首部外板に擦過傷を生じたが、のちに修

理され、Ｂは、右舷船首部外板に破口等を生じ、のちに廃船処理され、

ｂ受審人及びＢ同乗者がそれぞれ頚椎捻挫等を負った。 

 

 （航法の適用） 

本件は、伊根漁港東方沖合で両船が衝突したものであり、衝突地点付

近の海域には特別法である港則法及び海上交通安全法の適用がないので、

一般法である海上衝突予防法が適用される。 

事実の経過で示したとおり、Ｂが、そのままの針路、速力を保持すれ

ば、南下するＡが同じく南下するＢの船首方を無難に航過する態勢であ

ったところ、Ｂが衝突の３０秒前、両船間の距離が１９０メートルのと

ころで右転して増速したことによって衝突のおそれがある見合い関係が

発生したもので、定型的な航法を適用することができないことから、本

件は、海上衝突予防法第３８条及び第３９条の船員の常務により律する
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のが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、伊根漁港東方沖合において、両船が南下中、Ｂが、見張

り不十分で、無難に航過する態勢のＡの前路に向けて右転して増速し、

新たな衝突の危険を生じさせたことによって発生したが、Ａが、見張り

不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかった

ことも一因をなすものである。 

 ｂ受審人は、伊根漁港東方沖合において、帰航のため同沖合を南下す

る場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行う

べき注意義務があった。しかるに、同人は、定針したとき、周囲に船舶

を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないものと思い、見張

りを十分に行わなかった職務上の過失により、無難に航過する態勢であ

ったＡに気付かず、同船の前路に向けて右転して増速し、新たな衝突の

危険を生じさせて衝突を招き、Ａ、Ｂ両船それぞれに損傷を生じさせ、

Ｂ同乗者を負傷させ、自身も負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ受審人は、伊根漁港東方沖合において、帰航のため同沖合を南下す

る場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行う

べき注意義務があった。しかるに、同人は、定針したとき、船首方に船

舶を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないものと思い、見

張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船の前路に向けて右

転して増速し、新たな衝突の危険を生じさせたＢに気付かず、警告信号

を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく進行して衝突
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を招き、Ａ、Ｂ両船それぞれに損傷を生じさせ、ｂ受審人及びＢ同乗者

を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和４年１０月２５日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  前  田  昭  広 

 


